様式第38号（第27条関係）

国民健康保険過料処分通知書

　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　殿

興部町長　　　　　　　　印

下記のとおり過料の処分を決定したので通知します。


記

	過料決定額
	金　　　　　　　　　　　　　　円

	過料の根拠
	国民健康保険法第127条

国民健康保険条例第14条、第15条、第16条

	過料を科した事由
	



過料の納入については、納入通知書によってください。

〔不服の申立〕
この処分に不服がある場合には、この処分を知った日の翌日から起算して3箇月以内に、書面を提出して、興部町長に異議申立てをすることができます。
